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家庭用電解水生成器 
正 誤 票 

区分 位 置 誤 正 
3. 
a) 1) 
   

･･･アルカリ性電解水及び／又は飲

用外の･･･ 
･･･アルカリ性電解水及び飲用外の･･･ 

c) 家庭用電解水生成器によって･･･ 家庭用電解水生成器によって･･･ 

4.  
b) 3) 

温度過昇防止生じるおそれがある電

気部品［上記の 1)～3)を除く。］の故

障 

温度過昇防止装置（温度ヒューズを含む。）の

故障 

  4) 漏えい電装置（温度ヒューズを含

む。）の故障 
漏えい電流を生じるおそれがある電気部品

［上記の 1)～3)を除く。］の故障 

  5) 漏えい電流を流を生じる･･･ 漏えい電流を生じる･･･ 

7. b) 9) 
 

･ 
･ 
･ 
－ 初めて飲用する人は，pH の中性

に近い･･･ 

･ 
･ 
･ 
－ 初めて飲用する人は，pH が中性に近

い･･･ 
20) コード類の取り扱うときは･･･ コード類を取り扱うときは･･･ 

本体 

附属書 1 
3. a) 参考 

規定の合成水に調製するには，有効

塩素濃度 0.3 mg/mL 次亜塩素酸ナト

リウム液 1 mL，0.04 mol/L 炭酸水素

ナトリウム溶液，及び 0.04 mol/L 塩

化カルシウム溶液各 11.3 mL を目安

に調製するとよい。 

規定の合成水に調製するには，次亜塩素酸ナ

トリウム溶液（有効塩素濃度 0.3 mg/mL）

1 mL，炭酸水素ナトリウム溶液（0.04 mol/L）

22.5 mL 及び塩化カルシウム溶液（0.04 mol/L）

11.3 mL を目安に調製するとよい。 
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